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ガソリンスタンドの洗車汚泥で放射性物質が検出されたことに

関連して、国に対し基準の強化を要請します。

県内のガソリンスタンド洗車場の汚泥から放射性セシウムが検出されまし

たが、現在の車両持ち出し基準では、基準をクリアした車両１台でも、今回

検出された程度の放射性物質に相当する量が発生する可能性のあることが分

かりました。

県では、こうした事実を踏まえ、国に対し、放射能濃度の高いと想定され

る地域からの車両持ち出しに関する基準の強化を求めます。

なお、国においては３キロ圏内への一時帰宅が検討されているとのことで

あり、警戒区域内等からの車について、スクリーニングや除染を徹底し、汚

染を拡大させることのないよう、あわせて要請します。
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